
工　事　仕　様

（1）図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　   監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版」（以下「標準仕様

　   書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和7年版」（以下

　   「標準図」という）による。

　   ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和

　   7年版」（以下「改修標準仕様書」という）による。

（2）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれ

　   の工事仕様書を適用する。

　　　　　　　・　単一ﾀﾞｸﾄ方式　・　各階ﾕﾆｯﾄ方式）

機器取扱い説明書

機 械 設 備 工 事 仕 様 書
章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

 Ⅰ 工　事　概　要

　１．工  事  場   所

　６．工　事　種　目　（○印を付したものが該当）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

　２．地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４．建　物　用　途

　５．棟　別　概　要

その他監督職員が指示するもの

・ 　部

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

建築物等の利用に関する説明書

書　類　名 提出部数

建築物等の利用に関する説明書の電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）

　７．設備概要（改修の場合は工事対象を示す。）（○印を付したものが該当）

空気調和方式等

エ レ ベ ー タ ー 設 備

建　築　工　事

空　気　調　和　設　備

換　気　設　備

自　動　制　御　設　備

衛  生  器  具  設  備

給　水　設　備

排　水　設　備

浄　化　槽　設　備

総合試運転調整報告書

空

調

 Ⅱ

共　通　事　項

ガ　ス　設　備

消　火　設　備

給　湯　設　備

項　 　　目章 特　　　　記　　　　事　　　　項

特　記　事　項２

14　保全に関する資料

15　総合試運転調整

１

一

般

共

通

事

項

　　　　・ 印の無い場合は、＊ 印のあるものを適用する。

　　　　・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

＊ 営繕工事写真撮影要領による

 　　　　　　　　　　　　　（全国消防長会中国支部編）

　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修

ただし、使用量の少ないもの、簡易な機材又は品質を証明する資料

なお、商品名が記載された機材については、当該商品又は同等品を

使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受

けるものとする。

また、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び

性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等

の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、一般社団法人公共建築協会編集・発行の「建築材料・設備

等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び「同設備

機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものについては、所定の品

質及び性能を有しているものとする。

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成12年法律第100号）に基づく、現行の「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」に定める特定調達品目の分野「公共工事」の品目

を調達する場合は、判断の基準を満たすものとする。

標準仕様書によるほか、液化石油ｶﾞｽ設備工事を施工する際は着手前

にｶﾞｽ供給事業者に着手前説明を行い、完了時に完成図を提出するこ
と。

装置全体の施工完了時に、下記の総合試運転調整を行う。

・ 風量調整

・ 水量調整

・ 室内外空気の温湿度の測定

・ 室内気流及びじんあいの測定

・ 騒音の測定

・ 飲料水の水質検査

官公署届出等書類

電　気　設　備　工　事

機器性能試験成績書

　

・ 空気調和（ ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ方式　・ ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　･　ﾀﾞｸﾄ併用方式

・ 直放流下水管　・ 浄化槽　

建物内の汚水と雑排水（ ・ 合流　・ 分流 ）

・ 直放流下水管　・ 浄化槽　・　側溝　・　別途桝　

浄化槽設備

消火設備

給湯設備

汚　水

雑排水

排水槽

排水方式

給水方式

放流先

生

備

設

衛

自　動　制　御　設　備

排　煙　設　備

換　気　設　備

主要熱源機器

・ 温水発生機（ ・ 真空式　・ 無圧式 ）　

ｶﾞｽ設備

・ 粉末消火装置　・ 不活性ｶﾞｽ消火（ ・ 窒素　・　　　　　　　   　  　）　

・ 消防用水　・ 泡消火　・ 連結散水装置　・ ﾌｰﾄﾞ等用簡易自動消火装置

・ 屋内消火栓　・ 連結送水管　・ 屋外消火栓　・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　

・ 熱源（ ・ 電気　・ 都市ｶﾞｽ　・ 液化石油ｶﾞｽ　・ 灯油　・ Ａ重油 ）

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　・　有（・　汚水　・　雑排水　・　湧水）　・無

・ 水道直結　・ 高置ﾀﾝｸ　・ ﾎﾟﾝﾌﾟ直送　・　水道直結増圧

・ 自動制御方式（ ・ 電気式　・ 電子式　・ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 ）

・ 鋼製ﾎﾞｲﾗｰ　・ 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ　

・ ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　・ 吸収冷温水機　・ 吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ　

・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機　・ ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機　

・ 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　・ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

・ 有（計画容量：　　　　　　　m3）　・ 無

・ 都市ｶﾞｽ　種別（　　　　　　　MJ／m3N）　　・ 液化石油ｶﾞｽ

・ 機械排煙（ ・ 有　・ 無 ）　・ 適用法規（ ・ 建基法　・ 消防法 ）

・ 有（ ・ 局所式　・ 中央式 ）　・ 無

・ 有（ ・ 合併処理　・ 小規模合併処理　・　　　　　　）・ 無　

・ ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火　・ 消火器　・ 無

設

備

　  ・ 一般飲料水適否検査（建築物における衛生的環境の確保に関

　　　 する法律に基づく16項目）

　　　 に関する法律に基づく11項目）

　　・ 一般飲料水適否簡易検査（建築物における衛生的環境の確保

　　　対象工事　飲料水に関する水槽及び埋設配管更新工事

　　　対象工事　上記一般飲料水適否検査以外の工事

・ 雑用水の水質検査

　  測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇

　  所数は監督職員の指示による。

　  ・ 水道法施行規則による水質検査

16　図形表示

17　電気容量及び

　　機器能力表示

19　足場

20　保温

21　塗装

22　再使用機器

機器類は、図示する形状及び配管などの取り出し位置により、特定

製造者の製品を指示、限定しない。

原則として、電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は図面に記載さ

れている数値以下、機器類の能力及び容量等は表示された数値以上

とする。

外部ﾈｯﾄﾜｰｸと接続するｼｽﾃﾑ

・有　（対象設備：　　　　　）　・無

外部ﾈｯﾄﾜｰｸとの接続する箇所の不正ｱｸｾｽ防止対策

盤及びｷｬﾋﾞﾈｯﾄの錠の鍵

・製造者標準鍵　

・鍵の指定有:対策機器（・　　　　・　　　　　　）

・ 本工事で設置する　　（　　　　図参照）

・ 建築工事設置の足場を利用

　　③準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、排水管及び給湯管

　　　の保温はﾛｯｸｳｰﾙ保温材とする。

　　ただし、ﾕﾆｯﾄ付属部は耐火二層管とする。

　　屋外露出　・　保温化粧ｹｰｽ

　　　　　（・　樹脂製　・　溶融亜鉛めっき製　

　　　　　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製　・　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ（JIS G 4305））

　　・　有　・　無

下記の場所は塗装しない。

　　　＊　倉庫　・　車庫　・　駐車場

取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

型番変更等により参考型番が変更または廃止されている場合、参考

型番の同等品とする。

正）」による。

　　①暗渠内及び屋内外露出給水管の保温はﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材と

　　②多湿箇所及び屋内露出排水管の保温はﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材と

　　　する。

　　　する。

「自家用電気工作物に係るｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの確保に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」

　　　　　　　・　合成樹脂ｶﾊﾞｰ（・　ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ　・　ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）

　　屋内露出　・　保温化粧ｹｰｽ（・　樹脂製　・　　　　　　　）

　　製品を監督職員の承諾のうえ使用できる。

＊ 1部

＊ 1部

（経済産業省令和5年3月改正）による。

・ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ　・統合脅威管理(UTM)

「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（厚生労働省令和5年12月改

　　・ 1（ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ）　・ 2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）

塗装は標準仕様書第2編3.2及び図示による。

残りねじ部及びﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝﾁのﾁｬｯｸ跡部の鉄面は、さび止めﾍﾟｲﾝﾄ

2回塗りを行う。

18　監視ｼｽﾃﾑのｻｲﾊﾞｰ

　　ｾｷｭﾘﾃｨ

・ 消防設備等の技術基準（第9次改訂版）

　　　 工事写真撮影ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ　機械設備工事編　令和5年版

1　適用基準等

2　機材の品質等 本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、JISﾏｰｸ表示のない機材及びその製造者等は、次の1)～6)

の事項を満たすものとする。

の入手困難なもの等については、次の1)～6)を考慮の上、監督職員 

の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

1)品質及び性能に関する試験ﾃﾞｰﾀが整備されていること。

2)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

3)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

5)安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

6)材料及び接着剤等のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量はF☆☆☆☆とする。

3　環境への配慮

5　電気保安技術者

1)給水管、給湯管、排水管の保温は下記の部分を除きｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温

　材とし、施工順序は標準仕様書による。

3)一般ﾀﾞｸﾄの保温はｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材とする。

2)ｽﾗﾌﾞ上転がし排水管（耐火二層管を除く）はｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材とし､

　保温厚が確保できない場合はｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材同等の性能を有する

4)機器の保温はｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材とする。

5)冷媒管に断熱被覆銅管を使用した場合の外装材は下記による。

6)機器から外壁までの排気ﾀﾞｸﾄ保温

7)合成樹脂ｶﾊﾞｰ（冷媒管以外の管）

・ 1種換気　・ 2種換気　・ 3種換気 電気保安技術者を工事現場におき、電気工作物の保安の業務を行う

ものとする。

１　

（1）章及び項目は、番号に○印のついたものを適用する。

（2）特記事項は、・ 印を適用する。

１

２

３

４

５

６

７

建　物　名　称No. 階数構　造
延面積

(m2)

建築面積

(m2)

消防法

の区分

合　　　　計

工事種別

〇　〇　棟 改　修 RC 3 (7) 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

耐火

区分

建築物

準耐火

　３．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　m2

構内既存の施設

工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

8　発生材の処理等 ・ 引き渡しを要するもの

　　・　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)廃棄物

・ 現場において再利用を図るもの

・ 有価物

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による。

廃棄物

理産業

特別管 ・ 廃石綿等

（　　　　　）

設資材

特定建

項　目 品　目 搬 出 場 所
距離

（Ｋｍ）
区間

（有・無）

処分費

（有・無）

備　考

（再資源化

〇〇市〇〇町

有

有

　 成る建設資材

　 及び鉄から 有

・ 木材 有

DID

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ

の有無等）

その他
・ 廃ﾌﾟﾗ

・ 金属くず

・ ｶﾞﾗｽくず

家電ﾘｻｲｸﾙ法の対象機器及びﾌﾛﾝ排出抑制法に該当する廃棄物は適切に

処理を行うこと。

9　交通安全管理 以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

配置する位置は別に図示する。

名　称 人・日数 交通安全管理の必要な作業等

交通誘導員A

交通誘導員B

交通整理員

 　（注）取扱いは「営繕工事における交通誘導員等の取扱い基準」

　　　　 （営繕課HP掲載）による

10　技能士の適用 ＊　技能士制度の趣旨を十分理解の上、積極的な活用に努めること。

11　工事写真 下記のものを提出する。

仕様は、島根県営繕工事写真取扱要領による。

提出部数品　名　・　仕　様

（写真管理ﾌｧｲﾙ、工事写真、完成写真、完成写真帳、参考図等）

＊ 電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）
1　部

12　完成時の提出図書 下記のものを提出する。

提出部数品　名　・　仕　様

＊ 情報共有ｼｽﾃﾑで処理を行った営繕工事帳票の電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）

　（情報共有ｼｽﾃﾑを使用した場合のみ）

電子媒体での納品が困難な場合は受発注者間協議により決定する。

1　部

13　完成図 下記のものを、竣工後15日以内に提出する。

仕様は、島根県営繕工事完成図取扱要領による。

 ＊ 竣工図

提出部数

　　部

１　部

　　製本ｻｲｽﾞ（ ＊ A3縮小版 ）白焼

　　表装（ ＊ ﾚｻﾞｯｸ表紙（ﾗﾐﾈｰﾄ仕上げ））

品　名　・　仕　様

＊ 電子ﾃﾞｰﾀ（竣工図、施工図）（CD-R等）

複
 
写
 
図

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

設計に関するCADﾃﾞｰﾀを貸与するが、著作権者は、島根県にある。

なお、貸与されたﾃﾞｰﾀは、当該工事における施工図又は完成図の

作成のため以外に使用してはならない。

6　現場事務所  ・ 設置できる

 ・ 設置できない

 　・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　　）

4　官公署その他への

　　届出手続等

7　工事用電力、水

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仕様書１

図 面 番 号

　　　　（　　　）

工　　　　　事　　　　　名 図　面　種　別 縮　　尺 設計・年月 担　当　者

設 計 者



設置場所
建物の種別

重要機器

・ 特定の施設

一般機器重要機器

・ 一般の施設

一般機器機器種別

防振支持の機器

機　器

屋上及び塔屋

上層階

中間階

地階及び１階

防振支持の機器

機　器

機　器

防振支持の機器

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

1.0

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

23　耐震措置 1)本工事に求められる耐震安全性については、下記及び「官庁施設の

　総合耐震・対津波計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営

　繕部監修）令和3年版」による。

2)設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針

　（独立行政法人建築研究所監修）2014年版」及び「昇降機技術基

　版」及び「昇降機技術基準の解説（一般社団法人）日本建築設備

　・昇降機ｾﾝﾀｰ、（一般社団法人）日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ協会）」による設計

　用地震力に耐える方法とする。

　①設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数と次に示す

　建築設備の設計用標準水平震度(Ks)

　　設計用標準水平震度(ks)を乗じたものとする。

水槽(ﾀﾝｸ)類

水槽(ﾀﾝｸ)類

水槽(ﾀﾝｸ)類

　　注）上層階の定義は次による。

　　　2～6階建ての場合は最上階、7～9階建ての場合は上層2階、

　　　10～12階建ての場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階

　　重要機器は次のものを示す。　　

洗浄方式

３　小便器

２　洋風大便器

・ 手動式
・ 電気開閉式 ﾀｯﾁｽｲｯﾁ式（ ・ AC電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

・ 壁掛型（低ﾘｯﾌﾟ）　・ 床置型

・ 手動式

・ 電気開閉式 ｾﾝｻｰ式　 （ ・ AC電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

・ 電気開閉式（ ・ AC電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

１　多機能ﾄｲﾚ

2)ﾘﾓｺﾝ等の配置はJIS S 0026による。

1)据付方式

2)洗浄方式

　　・ ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法

　　・ ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法

　　　（ ・ 共板ﾌﾗﾝｼﾞ　・ ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ ）

　　ただし、長辺が1,500㎜を超えるもの及び、最大静圧が600Paを

　　超えるものはｱﾝｸﾞﾙ工法とする。

　　貫通する部分の前後150㎜以上を1.6㎜の鋼板製とする｡

図示による

・ 有（ ＊ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 無

　（仕様は図示による）

・ 有（ ＊ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 無

取付け高さ　　　＊ 1,300㎜　　・                         

　　　用途　：　① 電源線、接地線

　　　　　　　　② 電気式の調節器（ｻｰﾓ、ﾋｭｰﾐ等）用電線

　　　　　　　　③ 各種検出部（温度、湿度等）、操作器（ﾊﾞﾙﾌﾞ、

　　　　　　　　　 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等）における弱電信号、通信線を除く

　　　　　　　　　 制御線

1)長方形ﾀﾞｸﾄの製作

2)円形ﾀﾞｸﾄ

3)防火区画貫通部の施工

　　・ 亜鉛鉄板製(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)

　　・ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製(VU管)

1)枠及びｽﾘｯﾄの材質はｱﾙﾐﾆｳﾑ製とする。

2)着色　　・ する　　・ しない

1)外壁に面するｶﾞﾗﾘに設けるﾁｬﾝﾊﾞｰは有効なﾄﾞﾚﾝ装置を設置する

　こと｡

2)ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ、ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ等には点検口（450×600）を取り付ける。

・ 図示による。

煙道内の排気流速が安定している直管部分に80φのものを取り付ける

こと。

塗装　・ する　　・ しない

図示なき弁の耐圧は5kとする。

日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器用水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）による。

　　水質基準

定格電流が20Aを超える機器は高調波対策を施す。10　高調波対策

4　ﾁｬﾝﾊﾞｰ

5　予備ﾌｨﾙﾀｰ

6　ばい煙測定口

7　屋外ﾌｰﾄﾞ類

8　弁の耐圧

9　空調用流体の

2　ﾀﾞｸﾄ

3　吹出口、吸込口

1　自動制御方式

2　中央監視装置

3　電源装置

4　温度調節器等

5　計装工事の配線 1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線と

2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMｹｰﾌﾞﾙとし、規格は

　する。

　天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りｹｰﾌﾞﾙ配線とする｡

　標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。（機器、盤類はこれに

　よらなくてもよい）

1)島根県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備ﾏﾆｭｱﾙによる。

３

自

動

制

御

設

備

４

衛

生

器

具

設

備

機器類の取付に用いるﾎﾞﾙﾄは、適正ﾄﾙｸ値で締付け、規定値である

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

配管ﾀﾞｸﾄ類

機器類

　　説明板

32　機器操作要領の

　　表示方法

31　配管名等の

30　地中埋設標

　　黒及び朱色の文字で書く。

ことを確認し、印をつける。

＊ 標準図（機材2）による。

29　締め付けﾏｰｷﾝｸﾞ

　1)配管及びﾀﾞｸﾄの用途、系統及び流れ方向を表示する。

　2)弁にはｱｸﾘﾙ札を取り付けて用途を明記する。

　3)貼付表示する場合は、耐候性のある材料を使用する。

　1)ｴｱｺﾝ室外機には系統名及び機器番号、設置年月を明記する。

　2)水槽類には有効容量、設置年月を明記する。

　3)貼付表示する場合は、耐候性のある材料を使用し、日本語は

　　10㎝×10㎝、英数字は10㎝×5㎝程度とする。

1)機器の運転操作要領及び取扱い上の留意事項をｱｸﾘﾙ板（白地に）

2)板の大きさ及び文章は監督職員の承諾を受ける。

33　負担金 工事負担金は、本工事とする。

・ 下水道　　　　　　　　　円

34　関連他工事 ・　　　　　　　　　　　　

35　他工事との

　　取り合い

・ ｶﾞｽ　　　　　　　　  　 円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ 水道　　　　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

　　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　　　 ）

　　工法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　監督職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

発注者へ書面により説明すること。併せて調査結果の掲示及び所管労

（大気汚染防止法第18条の15､石綿障害予防規則第3条及び第4条の2）

　・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・ 試料採取箇所（　　　　　　　　）　　　試料数（　　　）

・ 分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。

　・無

　　　　　　・図示による

　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・有　　事前調査箇所

石綿分析結果報告書の貸与　　　

働基準監督署長並びに都道府県知事等への報告を行うこと。

40　事前調査

注）放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は

　（電磁誘導法または電磁波ﾚｰﾀﾞ法）とする。

　監督職員に報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査

3)山留め

2)建設発生土の処理

1)埋戻しの種別

39　はつり工事等

38　土工事

 

　　・ A種　・ B種　・ C種　・ D種　  

　　鋼矢板等の抜き跡の処理工法　　＊ 砂を充てんする

　　残置　　・ する　　　＊ しない

　　・ 現場説明書による

　　・ 構内指定場所に堆積

　　・ 構内指定場所に敷ならし

2)はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い

受注者は以下の規定に基づき、特定建築材料等の有無を事前に調査し、

1)既存のｺﾝｸﾘｰﾄ床、壁等の配管貫通部の穴開けは、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱによる。

　　提出する。

（注）取扱いは「建築工事における県産木材を使用した工事用看板等

　　　（表示板1,400㎜×1,100㎜用）　　　　 台

　　　（営繕課HP掲載）による

　　　の使用に係る運用の一部改定について（通知）」

・ 工事用標示板

＊ 工事用ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　 　 5台

＊ 工事用看板

　　（県産木材製品） 　　　（表示板1,400㎜×500㎜用）　　　　　2台

　　・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－VA）  （JWWA K 116）

　　・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管                      （JIS G 3448）

　　・ 給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                    （JWWA K 144）

　　・ 

　　・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管                      （JIS G 3448）

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）                （JIS G 3452）

　　・ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　　　　　    （JIS K 6769）

　　・ ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管　　　　　　　　　　　　　 　  （JIS K 6778）

　　　　（注）架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及びﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管はﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ機器接続部

　　　　　　  のみに使用する。

　　・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　　　　　　　　　  （JIS G 3448）

　　・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－VA）  （JWWA K 116）

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）　　　　　　　  （JIS G 3452）

　　・ 給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　  　（JWWA K 144）

　　・ 

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP黒）　　　　　　　  （JIS G 3452）

　　・ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管　　　　　　　　　　　　  （JIS G 3469）

　　・ 

　　・ 冷媒用断熱材被覆銅管（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ保温材（難燃性））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （JCDA 0009）

２

空

調

和

・

換

気

設

備

気

　　・ 空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　（NETIS登録品）

1)給水

2)冷温水

　　・ 

3)冷却水

4)油　

5)冷媒

　　・ 

1　配管材料

　　・ 空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

　　・ 

6)ﾄﾞﾚﾝ

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）　　　　　　　  （JIS G 3452）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　　　　　　　  （JIS K 6741）

43　木製安全施設製品

27　配管施工 1)ねじ加工に際しては、ねじｹﾞｰｼﾞを使用し、ねじの長さを調整する。

2)ｲｵﾝ化傾向の大きくなる異種管の接続には、絶縁継手を使用する｡

3)60Su以下のｽﾃﾝﾚｽ鋼管継手は一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管の鋼管継手性能

　基準による継手とする。75Su以上のｽﾃﾝﾚｽ鋼管継手はﾊｳｼﾞﾝｸﾞ継手

　とする。

4)架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及びﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管の支持間隔は標準仕様書によるほか、

　ﾒｰｶｰの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部においても適切に

　固定する。

5)給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管を使用する

　場合の配管支持間隔は標準仕様書及びﾒｰｶｰ施工標準のうち短い方

　を適用する。

28　支持金物、

　　固定金物

1)ﾎﾟﾝﾌﾟ及び屋外設置機器、ﾋﾟｯﾄ内、多湿箇所のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ類は

　ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)、又は溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZT49)とする。

2)屋外及びﾋﾟｯﾄ内、多湿箇所の配管、ﾀﾞｸﾄに使用する支持金物等は、

　ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)、又は溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZT49)とする。

3)屋外及びﾋﾟｯﾄ内、多湿箇所に使用する鋼材類はｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)

　又は溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZT49)とする。

4)ﾎﾞﾙﾄ、架台の異種金属接合の際は絶縁を施すこと。

41　施工計画調査 分析調査

・　塗膜塗料に含まれる有害物質

　　現場にてｻﾝﾌﾟﾙを採取し、分析を行う。

　　　有害物質の種類　　・PCB　　・鉛　　・ｸﾛﾑ

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    　採取箇所数　（　　　　　）

42　施工調査 1)本工事の施工計画に先立ち事前調査を行う。

2)事前調査後速やかに調査結果をまとめ監督職員に報告書を

3)調査結果を考慮し施工計画書、施工図を作成する。

    既存のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、原則として、使用しない。やむを得ず既存の

    ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを再使用する場合は、状態及び強度を確認し、監督職員

    と協議のうえ、十分に清掃を行ってから使用する。

4)既存ｱﾝｶｰの再使用

24　耐震施工 1)機器の耐震施工

　①ｴｱｺﾝ室外機の転倒防止措置は図示による。

　②給湯設備機器の設置は「平成24年国土交通省告示第1447号」

　　　による。

2)横引き配管等は地震時の設計用水平震度及び設計用鉛直震度に

　応じた地震力に耐えるよう建築設備耐震設計・施工指針2014年版

　によるSA種、A種又はB種耐震支持を行う。

　ただし、次の場合を除く。

　①吊り長さが平均0.2m以下、または、40A以下の配管

　　（銅管は20A以下）

　②吊り長さが平均0.2m以下、または、周長1.0m以下のﾀﾞｸﾄ

25　外壁との取り合い 1)外壁と設備の取り合い部分（配管等の貫通部を含む）はｼｰﾘﾝｸﾞ

　　を行う。

2)ｼｰﾘﾝｸﾞ材は、建築工事標準仕様書表9.7.1及び建築改修工事標準

　　仕様書 表3.7.1により、外壁の種類に応じたものとする。

26　冷温水管等の

 　 ｴｱ抜き

ｴｱ溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容

易な位置にｴｱ抜き弁装置（ ＊ 手動　 ・ 自動 ）を設ける。

開 口 部

上記開口部の補強

設備機器の基礎

架台、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

図示した基礎 ＊
＊

＊
＊

建築

工事 工事 工事

電気設備 機械設備
工　事　内　容

工事

（　　）

機器の基礎

＊

梁、床、壁、貫通ｽﾘｰﾌﾞ

軽量鉄骨下地、壁、天井ﾎﾞｰﾄﾞ類の切込

上記開口部の補強

上記開口部の補強

埋込形消火栓等の型枠

ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め（型枠の穴埋めを含む） ＊
点 検 口

外部取付ｶﾞﾗﾘ

防 油 堤

＊

付属操作ｽｲｯﾁとの渡り配線

付属操作ｽｲｯﾁ

付属操作ｽｲｯﾁの埋込ﾎﾞｯｸｽ

付属操作ｽｲｯﾁとの渡り配管（接地共）

個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞの室内機、室外機の渡り配線（接地共）

発電設備の燃料配管

そ
の
他

＊
＊
＊

＊

＊

　　操作、制御回路は（ ＊ 一括警報用無電圧端子付とする ）

配
管
・
配
線

機器付属の制御盤等への電源供給配管配線（1次側）

全熱交換ﾕﾆｯﾄ等の機器

空調機､

配線・機器取付

配管
電極棒

＊
＊
＊

＊
＊

＊
＊
＊

機器付属の制御盤以降の2次側の配線　（接地共）

機器付属の制御盤以降の2次側の配管

・　　　　　　　　　　　　

　　　中央監視盤（壁掛形、自立形）

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　一般機器は重要機器以外で重量が1[kN]を超えるものを示す。

　　なお、1[kN]以下の機器の取付は上記によるほか、機器製造者

　　指定の方法により行う。

　②ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの耐震ｸﾗｽ

　  ・ S14　・ A14

　　による。

　③設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と

　　同時に働くものとする。

3)あと施工ｱﾝｶｰ

　　施工後確認試験

　　試験方法　引張試験機による引張試験

　　対象機器　重要機器及び一般機器

（注）機器重量が1[kN]以下の機器は使用するｱﾝｶｰﾒｰｶｰの確認試験

　　　資料を監督職員に提出し承諾をうけること。

　　確認強度　対象機器ごとのｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ1本あたりの短期引抜強度

　　　　　　　の2/3以上　

　　試験本数　機器1台に対し1本以上

　　試験箇所　監督職員の指示による。

36　特定元方事業者の 下記の者に、労働安全衛生法第30条第2項に基づく指名を行う。

　　指名

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

37　施工図及び施工

　　計画書 発注者に委譲するものとする。

提出した施工図及び施工計画書に関わる当該建物における使用権は

　  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設計用水平標準震度(Khs)は「昇降機技術基準の解説」

＊
＊
＊
＊

　
　基準に基づき定められた区分等

　構造体　・Ⅰ類　・Ⅱ類　・Ⅲ類

　建築非構造部材　・ A類　・ B類

　建築設備　・甲類　・乙類

　特定室　（　　　　　　　）

　機能の停止が許されない室　（　　　　　　　）

　※記載のない室は一般室とする。

  　　水槽類（受水槽、高架(高置)水槽）

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ類（加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ）

　　　消火設備機器（消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、自動消火設備機器、

　  　　　　　　　　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備機器）

　　　危険物貯蔵装置（ｵｲﾙﾀﾝｸ、ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ）

　　　ｴｱｺﾝ室外機（ﾙｰﾑｴｱｺﾝは除く）

仕様書２
　　　　（　　　）

図 面 番 号 工　　　　　事　　　　　名

設 計 者

担　当　者設計・年月縮　　尺図　面　種　別
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舗装層

舗装路盤

舗装層

舗装路盤

1
5
0

h
1

3
0
0

1
0
0

掘削土の中の良質土

山砂

h
2

▽締固め

1
0
0

山砂

山砂

掘削土の中の良質土

排水管

h1・h2 ： 埋設深さ(mm)
  h1   ： 車輌道路:600以上

　h2　 ： 上記以外:300以上(舗装厚を除く)

GW保温筒

保温主材は耐火被覆端部より50mm程度重ねる

耐火二層管被覆層

保温副資材は耐火被覆端部より100mm程度重ねる

②

L40×40×t3

①

FB 38×t3

          満たさない場合に取り付ける。

特　　　　記　　　　事　　　　項 参　考　要　領　図 参　考　要　領　図

給水設備仕様に準ずる

基礎または地盤面からとする

支持は水槽からとする

受水槽架台

6
0
0200200

400

受
水

槽
架

台

受水槽架台

2
0
0

200 200

受水槽基礎部分詳細図

埋戻し基準断面図

※入念に埋め戻すこと

※図によるほか、労働安全衛生規則に従うこと

A' A A'

d

H

H<1.0の場合:A=d+0.4

1.0≦H≦1.5の場合:A=d+0.8

1.5≦Hの場合:A'=(d+0.6+0.3H)/2

※図によるほか、労働安全衛生規則に従うこと

掘削基準断面図

 転倒防止金具を取り付ける。

①転倒防止金具を壁面に

①

②
①

          満たさない場合に取り付ける。

室外機の転倒防止措置要領①

※室外機に直接触れないように取付けること

①転倒防止金具を壁面に

① ① ①

          満たさない場合に取り付ける。

室外機の転倒防止措置要領②

室外機の転倒防止措置要領③

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

      

給水用ﾀﾝｸ周り配管支持等要領図

ﾀﾝｸ～ﾌﾚｷ間の支持は水槽からとする

ﾀﾝｸ～ﾌﾚｷ間の

ﾀﾝｸ～ﾊﾞﾙﾌﾞ間の管種・保温は

ﾀﾝｸ排水配管の支持は水槽からとする

ﾌﾚｷ以降の配管支持は基礎または地盤面からとする

埋設表示ﾃｰﾌﾟ

給水管・ｶﾞｽ管・油管

耐火二層管と塩化ﾋﾞﾆﾙ管の管種変更部の保温施工要領

ﾒｰｶｰの耐震試験が特記事項を

材質は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ品

           またはｽﾃﾝﾚｽ製とする。

注)転倒防止金具を外装材にﾋﾞｽ固定しないこと。

 おねじﾒｶﾆｶﾙｱﾝｶｰで固定

②室外機本体ﾎﾞﾙﾄを取り外し、

 はﾎﾞﾙﾄを取り替える

　※室外機本体ﾎﾞﾙﾄの長さが不足する場合

ﾒｰｶｰの耐震試験が特記事項を

材質は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ品

           またはｽﾃﾝﾚｽ製とする。

 おねじﾒｶﾆｶﾙｱﾝｶｰで固定

ﾒｰｶｰの耐震試験が特記事項を

材質は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ品

           またはｽﾃﾝﾚｽ製とする。

①転倒防止金具を壁面に

注)転倒防止金具を外装材にﾋﾞｽ固定しないこと。

 おねじﾒｶﾆｶﾙｱﾝｶｰで固定

 転倒防止金具を取り付ける。

②室外機本体ﾎﾞﾙﾄを取り外し、

※室外機本体ﾎﾞﾙﾄの長さが不足する場合は

 ﾎﾞﾙﾄを取り替える

　 ・ 給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　　 （JWWA K 144）

　 ・ 

　 ・ 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ ・ HIVP　・ VP ）（JIS K 6742）

   ・ 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ ・ HIVP　・ VP ）（JIS K 6742）

 　・ 給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　　 （JWWA K 144）

　 ・ 

 　・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－VA） （JWWA K 116）

　 ・ 

 　・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－VB） （JWWA K 116）

 　・ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　　　　　　　 （JIS K 6769）

 　・ 給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　　　　　　 　　（JWWA K 144）

 　・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－VA） （JWWA K 116）

                                              

※中水配管と上水配管が混在する建物では中水配管用にSGP-VAを用

　い、上水配管用にSGP-VBを用いる。

　　・ さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法　・ ﾍｯﾀﾞｰ工法（保温付管）　

　　・ 分岐工法（ ・ 融着接合　・ ﾒｶﾆｶﾙ接合 ）

　　・ 接着接合　　・ ｺﾞﾑ輪接合

　　塩ﾋﾞ管の接合方法をｺﾞﾑ輪接合とする場合、継手部には

　　離脱防止金具を使用する。

　　　50A以下　・ ﾒｶﾆｶﾙ接合　・ 電気融着接合

　　　75A以上　・ 電気融着接合

　　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管は50A以下とする。

図示なき弁の耐圧は10kとする。

土中配管に使用する弁は埋設用とする。

給水引き込み部は水道事業者の指定品とする。

・ 定流量弁（ ・ 流量固定式　・ 流量調整式 ）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（D－VA）       （WSP 042）

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                 （NETIS登録品）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（D－VA）       （WSP 042）

　　・ 耐火二層管                       （国土交通大臣認定品）

　　・ 耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                 （NETIS登録品）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）                （JIS G 3452）

　　・ 耐火二層管                       （国土交通大臣認定品）

　　・ 耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                 （NETIS登録品）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（D－VA）       （WSP 042）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（D－VA）       （WSP 042）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）                  （JIS K 6741）

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）                （JIS G 3452）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RF－VP） （JIS K 9798）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ ・ VP　・ VU ）      （JIS K 6741）

　　・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP－VU）       （AS 58）

　　・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管（RS－VU） （JIS K 9797）

　　・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（ ・ VP　・ VU ）      （JIS K 6741）

　　・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP－VU）       （AS 58）

　注）建物から屋外第一桝まではVP管とする。

５

給

水

設

備

６

排

水

設

備

VP管を接続する場合はVPｰVU変換ｿｹｯﾄを使用する。

　　・ 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP－HVA）

　　　　　　　                             　    （JIS K 140）

　　・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管                    （JIS G 3448）

　　・ ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管                                （JIS K 6778）

　　・ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                            （JIS K 6769）

　　・ 

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP黒）                （JIS G 3452）

　　・ 

図示なき弁の耐圧は5kとする。

ただし、水道直結部分及び図示により示す部分は10kとする。

仕様は図示による。

　　＊　配管用炭素鋼鋼管（SGP白）               （JIS G 3452）

　　・ 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管（SGP－VS）   （WSP 041）

　　・ 消火設備配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管            （消防認定品）

　　　（注）性能認定品以外を使用する場合は消防法施行令第32条

　　　 による申請を行う。　

消火配管の保温仕様は、給水管を準用する。

（施工場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

図示なき弁の耐圧は10kとする。

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）                （JIS G 3452）

　　・ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管                          （JIS G 3469）

　　・ 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）                （JIS G 3452）

　　・ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管                          （JIS G 3469）

　　・ ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                           （JIS K 6774）

　　・ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管                          （JIS G 3469）

・ ｶﾞｽ事業者貸与（配管はﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝまで本工事）

・ 買取

・ 小規模合併処理

　（ ・ 担体流動生物濾過方式　・ 嫌気分離接触ろ床方式 ）

・ 合併処理（　　　　　　　                         　　　　）

・ その他　（　　                         　　　　　　　　　）
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（ 建物から屋外第1桝までのVP管の接続は除く ）

ﾌﾚｷ1次側配管の支持は

1)一般配管用

3)土間配管用

　 ・ 

2)中水配管用

4)屋外埋設用

1)鋼管と塩化ﾋﾞﾆﾙ管の接合は50A以下をﾕﾆｵﾝｼﾓｸ接合とし、ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

　と塩化ﾋﾞﾆﾙ管の接合は異種管接続用管端防食管継手を使用する。

　65A以上の接合はﾌﾗﾝｼﾞ接合とする。

2)架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及びﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管の接合方法

3)塩ﾋﾞ管の接合方法

4)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管の接合方法　

1)ﾏﾝﾎｰﾙｶﾊﾞｰは施錠する。

2)電極棒取付材及び電極棒の取付は本工事とする。

3)屋外に設置するﾀﾝｸの積雪耐荷重は2KPa以上とする。

5)ﾀﾝｸから排水ﾊﾞﾙﾌﾞまでの配管は給水設備に準ずる。

6)ﾄﾞﾚﾝ配管はﾀﾝｸ本体から支持する。

4)ﾏﾝﾎｰﾙは、気密姓を有する構造とし、断熱性を有するﾀﾝｸの場合には

　保温形（二重蓋構造等）とする。

1)屋内汚水管

2)屋内雑排水管

3)屋内通気管

4)屋外露出汚水管

5)屋外露出雑排水管

6)屋外露出通気管

7)屋外埋設汚水管

8)屋外埋設雑排水管

1　配管材料

2　管の接合等

3　弁

4　ﾀﾝｸ

1　配管材料

2　小口径汚水桝

3　通気口

4　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 1)ﾏﾝﾎｰﾙ蓋は鎖付とする。

2)塗装はSHASE-S 209による。

3)ﾏﾝﾎｰﾙ用手かぎを1組納品する。

1)給湯配管

2)油配管

1　配管材料

2　弁の耐圧

1　消火機器 

2　配管材料

3　消火器ﾎﾞｯｸｽ

4　保温

5　弁の耐圧

1)隠ぺい、露出部分

2)土中埋設

1)屋外　＊ 樹脂製　　・　　　　　　　　　

2)屋内　＊ 図示　　　・　　　　　　　　　　　　

1)屋内一般

2)ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込　

3)土中埋設

1　配管材料

2　ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

3　ｶﾞｽｺｯｸ

4　その他

1)過流出安全装置付とする。

2)ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付とする。

3)ﾎﾞｯｸｽｺｯｸは押回しｶﾁｯﾄﾀｲﾌﾟとする。

1)配管には必要に応じ水抜装置を取付ける。

2)都市ｶﾞｽ工事はｶﾞｽ事業者の指定業者の施工とする。

3)実験用高圧ｶﾞｽは請負者の責任施工とする。

4)ｶﾞｽ器具はｶﾞｽ事業者認定品（都市ｶﾞｽ）とする。

5)ｶﾞｽ器具は検定合格品（液化石油ｶﾞｽ）とする。

6)都市ｶﾞｽはｶﾞｽ供給事業者の供給約款による。

1　処理種別及び方式

2　人槽算定式

１０

・ ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　（　＊　ｱﾙﾐ製　・　　　　　）

・ 排水用通気弁（　＊　樹脂製  ･    　    ）

仕様書３
　　　　（　　　）

図 面 番 号 工　　　　　事　　　　　名 図　面　種　別 縮　　尺

設 計 者

担　当　者設計・年月


